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中国の祝日-2020年

一、【元旦】 １月１日（水）

二、【春節】 １月24日（金）～30日（木） ※１月19日（日）、２月１日（土）は振替出勤日。

三、【清明節】 ４月４日（土）～６日（月）

四、【労働節】 ５月１日（金）～５日（火） ※４月26日（日）、５月９日（土）は振替出勤日。

五、【端午節】 ６月25日（木）～27日（土） ※６月28日（日）は振替出勤日。

六、【国慶節・中秋節】 10月１日（木）～８日（木） ※９月27日（日）、10月10日（土）は振替出勤日。



• 2019年『改正特許審査指南』の解説

• 意匠出願の図面の規範及び選択

• 世界知的所有権機関が「世界知的財産報告書

2019」を発表

• 「専利審査指南第二部分第九章改正草案（意見

募集稿）」について意見公募中

• CNIPAが受理した国際出願はEPOを国際検索機

関として選択することができる

• 香港は直接出願特許制度を導入

• DASを介して国家知識産権局に優先権書類の電

子的交換を行う特許庁

• 外国企業が中国裁判所で訴訟の際に提出すべき

資格書類について

• 香港における特許登録に係る官庁料金の変更に対

して適応的な措置をとる
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世 界 知 的 所 有 権 機 関 が 「 世
界 知 的 財 産 報 告 書 2 0 1 9 」
を 発 表

20 19 年 11 月 12 日 に 世 界 知 的 所 有 権 機 関

(W IPO ) が ジ ュ ネ ー ヴ で 発 表 し た 「 世 界 知 的 財

産 報 告 書 20 19 」 」 に よ る と 、 2 015 年 〜2017

年 に か け て 、 世 界 の 約 3 0 の 大 都 市 だ け で 特

許 総 量 の 6 9 ％ お よ び 科 学 活 動 の 4 8 ％を 占め

て い た 。 そ れ ら の 都 市 は 主 に 中 国 、 ド イ ツ 、 日

本、韓国、米国に位置している。

こ の 報 告 書 は 過 去 数 年 間 に わ た り 、 何 百

万 も の 特 許 お よ び 科 学 出 版 物 を 分 析 し た 上 で 、

イ ノ ベ ー シ ョ ン 活 動 が ま す ま す 協 働 と 多 国 籍

化 の 傾 向 を 強 め て お り 、 主 な 成 果 は 少 数 の 国

に 拠 点 を 持 つ 一 部 の 大 き な ク ラ ス タ ー に 由 来

し て い る と 結 論 し た 。 イ ノ ベ ー シ ョ ン に 関 す る

国 際 的 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン の ほ と ん ど は 、 大 都 市

の ホ ッ ト ス ポ ッ ト の 地 域 で 発 生 し て い る 。 大 都

市 の ト ッ プ 10 位 は 、 サ ン フ ラ ン シ ス コ - 、 サ ン ノ

ゼ 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 、 フ ラ ン ク フ ル ト 、 東 京 、 ボ ス

ト ン 、 上 海 、 ロ ン ド ン 、 北 京 、 ベ ン ガ ル ー ル 、 パ

リであり、国際的な共同発明全体の 26％を占

めている。

「 近 年 の イ ノ ベ ー シ ョ ン 環 境 は 、 国 際 的 に

高 度 に 相 互 関 連 し て い る 。 」 と W IPO 事 務 局

フ ラ ン シ ス ・ ガ リ は 述 べ た 。 「 国 際 的 な 共 通 の

課 題 に 対 す る ま す ま す 複 雑 化 す る 技 術 的 な 解

決 策 に は 、 国 際 的 な コ ラ ボ レ ー シ ョ ン に 頼 っ た 、

こ れ ま で よ り 規 模 が 多 き く 、 そ し て よ り 専 門 的

な 研 究 者 チ ー ム を 必 要 と し て い る 。 経 済 圏 が

イ ノ ベ ー シ ョ ン の 追 求 に 対 し て オ ー プ ン な 姿 勢

を保つことは必要不可欠です。」

また報告書では、大きな変化を遂げている

2 つ の 産 業 の グ ロ ー バ ル イ ノ ベ ー シ ョ ン 状 況 に

つ い て 徹 底 的 に 研 究 調 査 し て い る 。 1 つ 目 は 、

自 動 運 転 技 術 の 採 用 に よ り 革 命 が 起 こ っ て い

る 自 動 車 産 業 で あ る 。 自 動 車 産 業 内 お よ び 情

報 技 術 産 業 か ら の 新 規 参 入 者 が 、 既 存 の 同

業 者に挑戦をかけて いる。さらに、報 告書では、

農 業 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の ト レ ン ド に つ い て も

調 査 し て い る 。 作 物 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー に 関 す

る 科 学 的 活 動 お よ び 発 明 的 活 動 の ほ と ん ど が

例 え ば 中 国 、 ド イ ツ 、 日 本 、 韓 国 、 米 国 な ど 少

数の経済圏で行われている。

情報源:  世界知的所有権機関公式サイト

「 専 利 審 査 指 南 第 二 部 分 第
九 章 改 正 草 案 （ 意 見 募 集
稿 ） 」 に つ い て 意 見 公 募 中

2 019 年 1 1 月 1 日 に 実 施 さ れ た ば か り の 改

正 「 専 利 審 査 指 南 」 に 続 き 、 国 家 知 識 産 権 局

は 再 び 「 専 利 審 査 指 南 」 の 改 正 を 始 め た 。 今

回 の 改 正 は 主 に 、 人 工 知 能 、 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 、

ビ ジ ネ ス ル ー ル 及 び 方 法 な ど の 新 分 野 ・ 新 業

態 に 関 わ る 専 利 審 査 規 則 を 更 に 明 確 に し て 欲

し い と い う イ ノ ベ ー シ ョ ン 主 体 の ニ ー ズ に 応 え

る べ く 、 国 家 知 識 産 権 局 が 「 専 利 審 査 指 南 第

二 部 分 第 九 章 改 正 草 案 （ 意 見 募 集 稿 ） 」 （ 以 下 、

「 意 見 募 集 稿 」 と い う ） を 起 草 し た も の で あ る 。

社 会 各 界 の 意 見 を 広 く 公 募 す る た め に 、 同 意

見 募 集 稿 及 び そ の 起 草 説 明 を 公 表 し て お り 、

2 019 年 1 2 月 11 日 ま で に 公 衆 よ り 意 見 募 集 稿

の 修 正 に つ い て 意 見 を 募 集 し て い る 。 同 意 見

募 集 稿 及 び そ の 起 草 説 明 に つ い て は

ht t p : / /www . c n i p a . g o v . c n / g z t z / 1 1 43646 .

h tmをご参照いただきたい。
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同 意 見 募 集 稿 は 、 第 二 部 分 第 九 章 に お い

て 、 特 に 第 6 節 を 追 加 し 、 ア ル ゴ リ ズ ム 特 徴 又

はビジネスの規則及び方法の特徴を含む発明

専 利 出 願 審 査 の 関 連 規 定 を 具 体 的 な 事 例 と

結 び 付 け 、 当 該 種 類 の 出 願 の 権 利 付 与 対 象 、

新規性と進歩性、請求の範囲及び明細書の作

成等を明確にした。

同意見募集稿のポイントは以下の通りです。

（一）専利審査にお いて、技術的特徴と、ア

ル ゴ リ ズ ム 特 徴 又 は ビ ジ ネ ス の 規 則 及 び 方 法

の 特 徴 と を 安 易 に 分 け て 判 断 す る の で は な く 、

請 求 項 に 記 載 さ れ た 全 て の 内 容 を 一 体 と し て 、

そ の 中 で 係 わ る 技 術 的 手 段 、 解 決 し た 技 術 的

問 題 及 び 生 じ た 技 術 的 効 果 を 分 析 す べ き で あ

ると強調した。

（ 二 ） 技 術 的 特 徴 を 含 む 場 合 は 、 専 利 法 第

２ ５ 条 （ 権 利 付 与 対 象 ） に よ り 拒 絶 し て は な ら

ないと明確化した。

（ 三 ） 専 利 法 第 2 条 （ 自 然 法 則 を 利 用 し て い

な い も の ） の 審 査 基 準 を 明 確 化 し た 。 技 術 案

に 該 当 す る か 否 か の 判 断 に つ い て は 、 審 査 指

南の共通章節における技術的問題、技術的手

段 、 技 術 的 効 果 の 「 3 要素 」 の 判 断 方 法 の 下 で 、

審 査 基 準 を さ ら に 細 分 化 し た 。 ア ル ゴ リ ズ ム と

具 体 的 な 技 術 応 用 分 野 と の 組 み 合 わ せ に よ り

所 定 の 技 術 的 課 題 を 解 決 し て い れ ば 、 専 利 法

第２条の要件を満たしている。

（ 四 ） 技 術 的 特 徴 と 機 能 に お い て 互 い に サ

ポ ー ト し 合 い 、 相 互 的 作 用 関 係 を 有 す る ア ル

ゴ リ ズ ム 特 徴 又 は ビ ジ ネ ス 規 則 及 び 方 法 の 特

徴 が 進 歩 性 に 与 え る 技 術 的 貢 献 を 考 慮 す る 。

技 術 的 特 徴 、 並 び に ア ル ゴ リ ズ ム 特 徴 又 は ビ

ジネス規則及び方法の特徴の 両方を含む発

明 専 利出 願につ いて 進歩 性 の審 査を行 う 場合、

技 術 的 特 徴 と 機 能 に お い て 互 い に サ ポ ー ト し

合 い 、 相 互 的 作 用 関 係 を 有 す る ア ル ゴ リ ズ ム

特 徴 又 は ビ ジ ネ ス 規 則 及 び 方 法 の 特 徴 、 並 び

に 該 技 術 的 特 徴 を 一 体 と し て 考 慮 す べ き で あ

る。

（ 五 ） 正 誤 の 両 方 面 か ら 、 権 利 付 与 対 象 と

進 歩 性 に 関 す る 審 査 事 例 を 1 0 件 追 加 し た 。

例 1 は 抽 象 的 な モ デ ル の 構 築 方 法 で あ り 、 具

体 的 な 応 用 分 野 と の 組 み 合 わ せ に 係 わ ら ず 、

か つ 技 術 的 特 徴 を 含 ま な い も の で あ る の で 、

専 利 法 第 2 5 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 知 的 活

動 の 法 則 お よ び 方 法 の 範 疇 に 該 当 す る 。 例 2 、

例 3 と 例 4 は 人 工 知 能 、 ビ ジ ネ ス モ デ ル と ブ

ロ ッ ク チ ェ ー ン 分 野 の 権 利 付 与 対 象 と し て 認

め ら れ る 事 例 で あ る 。 例 5 と 例 6 は 反 対 に 権 利

付 与 対 象 と し て 認 め ら れ な い 事 例 で あ る 。 例

7 と 例9 は 技術 的 特徴と機 能に お いて互 い にサ

ポ ー ト し 合 い 、 相 互 的 作 用 関 係 を 有 す る ア ル

ゴ リ ズ ム 特 徴 又 は ビ ジ ネ ス 規 則 及 び 方 法 の 特

徴 、 並 び に 該 技 術 的 特 徴 を 一 体 と し て 考 え る

場合に進歩性を具備する事例である。例8と例

1 0 は 引 用 文 献 が 既 に 相 応 の 内 容 を 公 開 し て

いるため進歩性を具備しない事例である。

（ 六 ） 明 細 書 及 び ク レ ー ム の 記 載 要 件 の

具 体 化 、 例 え ば 、 ア ル ゴ リ ズ ム と 具 体 的 な 技

術 分 野 と の 結 合 方 法 、 ユ ー ザ ー 体 験 効 果 を 明

記 す る こ とに つ い て 言 及 し た 。 ク レ ー ム の 作 成

に お い て 、 請 求 項 は 技 術 的 特 徴 と 機 能 に お い

て 互 い に サ ポ ー ト し 合 い 、 相 互 的 作 用 関 係 を

有 す る ア ル ゴ リ ズ ム 特 徴 又 は ビ ジ ネ ス 規 則 及

び 方 法 の 特 徴 を 記 載 す べ き で あ る と 強 調 し た 。

情報源:中国国家知識産権局公式サイト
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C N I P A が 受 理 し た 国 際 出
願 は E P O を 国 際 検 索 機 関
と し て 選 択 す る こ と が で き る

2 019 年 1 1 月 12 日 に 中 国 • 蘇 州 に て 開 催 さ

れ た 中 国 国 家 知 識 産 権 局 （ CN IPA ） と 欧 州 特

許 庁（EPO）の 局長会議で双方が合意したと こ

ろ に よ る と 、 来 年 の 適 切 な 時 期 に 2 年 間 の 試

行 プ ロ グ ラ ム を 実 施 す る 予 定 で あ り 、 「 特 許 協

力 条 約 」 (PCT ) の 枠 組 み 内 で 二 庁 間 の 協 力 を

強 化 す る こ と に 同 意 し 、 CN IPA が 受 理 し た 英

語で国際出願を提出した出願人が その国際検

索 機 関 と し て EPO を 選 択 す る 権 利 を 有 す る よ

うにする。

情報源:中国国家知識産権局公式サイト

香 港 は 直 接 出 願 特 許 制 度
を 導 入

香 港 は 直 接 出 願 特 許 制 度 （ Or i g i n a l

G r a n t Pa t e n t 、 OGP ） を 導 入 す る こ と で 、 特

許 出 願 人 が 香 港 で 標 準 特 許 の 保 護 を 求 め る

た め の さ ら な る ル ー ト を 提 供 す る 。 香 港 の 「 特

許 条 例 」 及 び 「 特 許 規 則 」 の 改 正 は 10 月 11 日

に 政 府 憲 報に 公 布さ れ、 新 た な 特許 制 度 は1 2

月19日より施行されることになる。

新 制 度 の 下 で 、 特 許 出 願 人 は 現 行 の 「 中

国、欧州（英国指定）および英国からの特許延

伸 制 度 」 の 規 定 に と ら わ れ る こ と な く 、 香 港 知

的 財 産 権 署 に 標 準 特 許 出 願 を 直 接 提 出 す る

ことができるようになる。

直 接出願 特 許 制 度を実 施 す るこ とで 、 直接

香港で標準特許の保護を求める方法を提供す

る 。 直 接 出 願 特 許 制 度 に 基 づ い て 提 出 さ れ た

出 願 は 、 特 許 登 録 処 に よ る 実 体 審 査 を 経 て 、

当 該 出 願 の 根 本 発 明 が 特 許 性 の 要 件 を 満 た

す か 否 か の 裁 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 出

願 人 は 自 身 の 特 許 保 護 戦 略 に 照 ら し 、 独 自 の

標 準 特 許 付 与 ル ー ト 又 は 現 行 の 中 国 、 欧 州

（英国指定）及び英国からの特許延伸ルートを

選 択 し て そ の 標 準 特 許 出 願 を 提 出 す る こ と が

できる。

新 制 度 の 主 な メ リ ッ ト は 、 標 準 特 許 出 願 の

費 用 と 時 間 を 削 減 す る こ と が で き る こ と で あ る 。

新 制 度 は 現 地 の 特 許 保 護 体 制 を 構 成 す る

重 要 な 礎 で あ り 、 香 港 の 区 内 イ ノ ベ ー シ ョ ン 科

学技術中枢への発展を促進する。

情報源:香港特許庁公式サイト

D A S を 介 し て 国 家 知 識 産 権
局 に 優 先 権 書 類 の 電 子 的
交 換 を 行 う 特 許 庁

1 9 年 1 1 月 に WIPO ウ ェ ブ サ イ ト で 更 新 さ れ

た 優 先 権 書 類 の 電 子 的 交 換 (DAS ) プ ロ ジ ェ ク

ト の 参 加 国 情 報 に よ る と 、 現 在 、 DA S を 利 用 し

て 中 国 国 家 知 識 産 権 局 に 優 先 権 書 類 の 電 子

的 交 換 を 行 う こ と が で き る 国 家 知 識 産 権 局 又

は 地 区 知 識 産 権 局 又 は 特 許 局 は 以 下 の 通 り

である。

発 明 特 許 出 願 ： ア ル ゼ ン チ ン (AR ) 、 オ ー ス

ト ラ リ ア (AU ) 、 ブ ラ ジ ル (BR ) 、 チ リ (CL ) 、 デ ン

マ ー ク (DK ) 、 エ ス ト ニ ア (EE ) 、 ユ ー ラ シ ア 特 許

庁 (EA ) 、 欧 州 特 許 庁 (EP ) 、 フ ィ ン ラ ン ド (F I ) 、

グ ル ジ ア (GE ) 、 イ ン ド ( IN ) 、 イ ス ラ エ ル ( I L ) 、

日本(JP )、 モロッコ(MA )、 オランダ(NL )、

2 0 1 9 年 1 2 月 | 季刊

6

業界 観察

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌



ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド (NZ ) 、 韓 国 (KR ) 、 ス ペ イ ン

(ES )、 ス ウ ェ ー デ ン ( SE )、 イ ギ リ ス （ G B） 、 ア メ

リカ(US ) 。

実用新案特許出願：チリ(CL )、エストニア(EE )、

フ ィ ン ラ ン ド (F I ) 、 グ ル ジ ア (GE ) 、 日 本 (JP ) 、

韓国(KR )、スペイン(ES )。

意 匠 特 許 出 願 : オ ー ス ト ラ リ ア (AU ) 、 カ ナ ダ

(CA ) 、 チ リ (CL ) 、 グ ル ジ ア (GE ) 、 イ ン ド ( IN ) 、

韓国(KR )、スペイン(ES )、アメリカ(US )。

情報源:  世界知的所有権機関公式サイト
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2 0 1 9 年 『 改 正 特 許 審 査 指
南 』 の 解 説

特 許 審 査 の 質 と 効 率 を 高 め る た め に 、 国

家 知 識 産 権 局 は 『 特 許 審 査 指 南 』 （ 以 下 、 『 改

正 指 南 』 と い う ） を 新 た に 修 正 し 、 20 19 年 1 1 月

1 日 よ り 施 行 し た 。 今 回 の 改 正 は 、 新 し い 技

術 の 急 速 な 発 展 の 必 要 性 を 十 分 に 考 慮 し 、 審

査 規 則 と 審 査 模 式 に 対 す る イ ノ ベ ー シ ョ ン 主

体 の 新 た な 訴 え に 積 極 的 に 応 え 、 審 査 業 務 に

お け る 有 益 な 経 験 を 真 剣 に ま と め 、 同 時 に 現

行 の 規 定 に お け る 不 明 瞭 な 事 項 を 明 確 化 、 最

適 化 に す る こ と で 、 審 査 の 質 と 効 率 を 高 め 、 イ

ノ ベ ー シ ョ ン 駆 動 型 の 発 展 を 支 え る こ と を 目 標

としている。

特 許 出 願 と 審 査 の 実 践 を 指 導 す る 主 旨 か ら 、

国 家 知 識 産 権 局 は 今 回 の 指 南 改 正 の 主 な 内

容を以下の通り紹介し、解説する。

（一） 発明 特許出 願の 方式審 査に関 連 する

内容の改正

1 . 審 査 意 見 に よ る 再 分 割 出 願 の 提 出 日 を 明

確にする（第一部分第一章第5 .1 . 1節（3））

『 改 正 指 南 』 は 、 審 査 意 見 に 基 づ い て 再 分

割 出 願 を 提 出 す る 提 出 日 に つ い て 、 単 一 性 の

欠 陥 を 有 す る 分 割 出 願 を 基 礎 と し て 審 査 す べ

き で あ る こ と を 明 確 化 し 、 再 分 割 出 願 の 提 出

手 続 を さ ら に 簡 素 化 し 、 単 一 性 の 欠 陥 が 指 摘

さ れ た 審 査 意 見 通 知 書 又 は 分 割 通 知 書 の コ

ピ ー の 提 出 し な け れ ば な ら な い と い う 要 求 を

取り消した。

現 行 『 指 南 」 の 規 定 に よ る と 、 出 願 人 が 分 割

出 願 に つ い て 再 分 割 出 願 を 提 出 し た 場 合 、 提

出 し た 再 分 割 出 願 の 提 出 日 は 元 の 出 願 に 基

づいて審査しなければならないが、ただし、分
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割 出 願に 単一 性 の欠 陥が ある ため 、 出願 人が

審 査 官 の 審 査 意 見 に 基 づ き 再 分 割 出 願 を す

る 場 合 は 除 外 と す る 。 こ の 「 除 外 」 の 状 況 は 、

再分割出願を提出する時に元出願が授権され

た か 又 は 消 滅 し た 可 能 性 を 考 慮 し た も の で あ

り 、 審 査 官 が 分 割 出 願 に 単 一 性 の 欠 陥 が あ る

と 指 摘 し た 場 合 に は 、 出 願 人 の 権 益 を 保 護 す

る ため に 、再 分 割出 願の 提 出日 は元 出 願に基

づ い て 審 査 し な い と い う こ と で あ っ た 。 た だ し 、

こ こ の 「 除 外 」 は 、 再 分 割 出 願 の 提 出 日 の 審

査 基 準 を 具体 的 に 明 確に して い な い た め 、 実

務 に お い て 二 つ の 異 な る 理 解 が 有 り 得 る 。 一

つ の 観 点 は 対 応 の 分 割 出 願 の 状 態 を 審 査 す

る 必 要 は な く 、 単 一 性 の 欠 陥 が 指 摘 さ れ た 審

査 官 に よ る 審 査 意 見 通 知 書 又 は 分 割 通 知 書

の コ ピ ー を 提 出 す る だ け で よ い も の で あ る 。 も

う 一 つ の 観 点 は 、 関 連 の コ ピ ー を 提 出 す る だ

け で な く 、 対 応 の 分 割 出 願 の 状 態 を 審 査 す る

必 要 も あ る 。 こ れ で 審 査 基 準 の 執 行 が 一 致 し

な い 状 況 が 生 じ て し ま う 。 『 特 許 法 実 施 細 則 』

第 4 2 条 第 1 項 の 規 定 に よ る と 、 「 1 件 の 特 許 出

願 に 2 つ 以 上 の 発 明 、 実 用 新 案 又 は 意 匠 が 含

ま れ る 場 合 、 出 願 人 は 本 細 則 第 54 条 第 1 項 に

規 定 す る 期 限 が 満 了 す る 前 に 、 国務 院 特 許 行

政 部 門 に 分 割 出 願 を 提 出 す る こ と が で き る 。

た だ し、特許 出願 が既に拒 絶され、取 り 下げ ら

れ 又 は 取 り 下 げ た も の と 見 な さ れ た 場 合 、 分

割 出 願 を 提 出 す る こ と は で き な い 」 。 こ の 規 定

は 分 割 出 願 の 場 合 で も 、 分 割 出 願 に 対 し て 再

分 割 出 願 を 行 う 場 合 で も 守 ら れ な け れ ば な ら

な い 。 し た が っ て 、 審 査 基 準 を よ り 明 確 に し 、

認 識 を 統 一 し 、 相 違 を 解 消 す る た め に 、 今 回

の 改 正 で は 、 「 再 分 割 出 願 の 提 出 日 は 当 該 単

一 性 の欠陥がある分 割出 願に基 づい て審 査し

なければならない。 規定に合致しない場合、



当 該 分 割 出 願 に 基 づ い て 分 割 し て は な ら な

い 」 と 明 確 化 し た 。 ま た 、 今 回 の 改 正 は 再 分 割

出 願 の 提 出 手 続 を さ ら に 簡 素 化 し 、 単 一 性 の

欠 陥 が 指 摘 さ れ た 審 査 意 見 通 知 書 又 は 分 割

通 知 書 の コ ピ ー を 提 出 し な け れ ば な ら な い と

い う 規 定 を 撤 廃 す る 。 こ の よ う に 再 分 割 出 願

の 提 出 手 続 を さ ら に 簡 素 化 す る こ と で 、 出 願

人の関連書類提出の負担を軽減した。

2 . 分割出願の出願人・ 発明者に関する規

定の改正（第一部分第一章第5 .1 . 1節（4））

『 改 正 指 南 』 は 、 分 割 出 願 を 提 出 す る 資 格

の あ る 出 願 人 は 分 割 出 願 を 提 出 す る 時 の 元

出 願 の 出 願 人 で な け れ ば な ら ず 、 分 割 出 願 に

つ い て 再 分 割 出 願 を 提 出 す る 出 願 人 は 当 該

分 割 出 願 の 出 願 人 で な け れ ば な ら な い と い う

こ と を 明 確 に し た 。 ま た 、 関 連 規 定 を よ り 明 確

か つ 完 全 な も の に す る た め に 、 分 割 出 願 に つ

い て 提 出 し た 再 分 割 出 願 の 発 明 者 は 当 該 分

割 出 願 の 発 明 者 で あ る か 、 又 は そ の う ち の 一

部 の メ ン バ ー で な け れば な らな いと い う 規 定 を

追加した。

現行『 指南 』は、 分割出 願 の出願人 は分 割

出 願 提 出 時 の 元 出 願 の 出 願 人 と 同 一 で な け

れ ば な ら ず 、 同 一 で な い 場 合 、 出 願 人 変 更 に

関 す る 証 明 材 料 を 提 出 し な け れ ば な ら な い と

規 定 し て い る 。 実 務 に お い て 、 分 割 出 願 人 は

双 方 が 署 名 し た 譲 渡 証 明 書 を 提 出 す る こ と で 、

分割出願権の譲渡を完了すればよく、 一般的

な 権 利 譲 渡 の 規 定 に 基 づ い た 「 書 誌 事 項 変 更

届」を提出する必要がない。 したがって、証明

書 類 の 審 査 後 、 そ の 他 の 欠 陥 が な け れ ば 、 審

査 官 は 分 割 出 願 の 出 願 人 に 発 明 特 許 出 願 の

方式審査合格通知書を直接出し、元出願の出
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願 人 が そ の 分 割 出 願 の 状 況 を 知 る こ と が で き

なくなり、偽造分割出願の隙を与え、出願人の

利益を大きく損ないかねない。 したがって、今

回 の 改 正 で は 元 出 願 の 出 願 人 の み が 分 割 出

願 を 提 出 す る こ と が で き る が 、 出 願 人 を 変 更

す る 必 要 が あ る 場 合 には 、 書 誌 事 項 変 更 手 続

を 行 わ な け れ ば な ら な い と 明 確 化 し 、 そ れ に

よ っ て 出 願 人 の 利 益 を 効 果 的 に 保 障 す る こ と

ができる。

3 . 権 利 譲 渡 に 関 連 す る 証 明 書 類 の 規 定

の改正（第一部分第一章第6 .7 . 2 . 2節（2））

譲 渡 又 は 贈 与 契 約 が 当 事 者 の 真 の 意 思

表 示 で あ る こ と を 確 保 す る た め に 、 『 改 正 指

南 』 は 、 譲 渡 又 は 贈 与 契 約 に 双 方 が 署 名 又 は

捺 印 し な け れ ば な ら な い こ と を 明 確 に す る と と

も に 、 当 事 者 が 特 許 出 願 権 （ 又 は 特 許 権 ） の

譲 渡 又 は 贈 与 に 対 し 異 議 が あ る な ど 、 主 体 資

格 証 明 を 提 出 す る 必 要 が あ る 状 況 を 列 挙 し た 。

ま ず 、 「 契 約 法 」 と 「 特 許 法 」 の 関 連 規 定 に

よ る と 、 特 許 出 願 権 （ 又 は 特 許 権 ） を 譲 渡 又 は

贈 与 す る 場 合 、 当 事 者 は 書 面 に よ る 契 約 を 締

結 し な け れ ば な ら な い 。 『 指 南 』 に お い て は 、

譲 渡 及 び 贈 与 契 約 は 双 方 当 事 者 が 署 名 又 は

捺 印 し な け れ ば な ら な い こ と を 明 確 に し 、 こ れ

で 審 査 実 務 と 一 致 す る よ う に な る 。 次 に 、 特 許

出 願 権 （ 又 は 特 許 権 ） は 出 願 人 （ 又 は 特 許 権

者） の財産権であり、行 政機関として行政客体

の 財産権の変 更登記について慎重に対応しな

け れ ば な ら な い 。 当 事 者 が 他 人 の 署 名 印 を 偽

造して、他人 の特許 出願 権（又は特 許権）を無

断で譲 渡 する状況の 発生を避 ける為に権利譲

渡又は贈与に関する変更請求を審査する際に、

必要な場合、当事者双方に主体資格証明を提



出 し て も ら う こ と で 、 譲 渡契 約 が 当 事 者 の 真 の

意 思 表 示 で あ る か 否 か の 判 断 の 補 助 と し 、 そ

れ に よ っ て 偽 署 名 で 作 成 さ れ た 虚 偽 の 証 明 書

類 に 基 づ い た 変 更 合 格 の 可 能 性 を 有 効 的 に

低減することができる。

（ 次 号に続く）

情報源:中国国家知識産権局公式サイト
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意 匠 出 願 の 図 面 の 規 範 及
び 選 択

袁 瑩铭 弁 理 士 泛 華 偉 業 知 識 産 権

中 国 の 特 許 制 度 シ ス テ ム に お い て 、 意 匠

特 許 権 の 保 護 範 囲 を 示 す の は 意 匠 出 願 の 図

面 で あ り 、 出 願 図 面 は 意 匠 出 願 の 礎 で あ り 、

後 続 の 各 業 務 の 基 礎 で あ り 、 そ の 正 誤 、 規 範

性 、 品 質 は 意 匠 特 許 業 務 の 各 段 階 に 影 響 を

与える。特許 法第59 条2項には、「意 匠特許 権

の 保 護 範 囲 は 、 図 面 又 は 写 真 が 示 す 当 該 製

品 の 意 匠 を 基 準 と す る 」 と 規 定 し て あ る 。 言 い

換 え れ ば 、 意 匠 出 願 図 面 は 意 匠 特 許 権 の 保

護範囲を確定する根本的な根拠である。

規 範 的 な 意 匠 出 願 の 図 面 を 提 出 す る こ と

は 特 許 権 の 取 得 に と っ て 重 要 な 意 義 が あ る 。

意 匠 の 出 願 段 階 で 、 出願 人 の 提 出 し た 出 願 図

面 の 非 規 範 性 、 不 備 等 の 欠 陥 に よ り 意 匠 製 品

を 完 全 に 表 示 で き な い 場 合 、 特 許 法 第 33 条

「 出 願 人 は 、 そ の 特 許 出 願 書 類 に 対 し て 修 正

を行 う こと がで き るが、意 匠に対 する特許出 願

書 類 の 修 正 は 、 元 の 図 面 又 は 写 真 で 表 示し た

範 囲 を 超 え て は な ら な い 。 」 と い う 規 定 に よ っ

て 、 出 願 人 が 新 た な 内 容 を 補 足 し よ う と し て も 、

補 正 が 範 囲 を 超 え る た め 拒 絶 さ れ る 可 能 性 が

あ る 。 一 方 、 特 許 法 第 2 7 条 2 項 「 出 願 者 が 提

出 す る 図 面 又 は 写 真 は 、 特 許 保 護 を 要 請 す る

製 品 の 意 匠 を 鮮 明 に 表 示 し て い な け れ ば な ら

な い 。 」 と い う 規 定 に よ り 、 出 願 人 は 新 た な 内

容 を 補 足 し な い 場 合 、 意 匠 を 明 確 に 表 示 で き

な い と し て 拒 絶 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 当

該 出 願 を 断 念 し て 再 出 願 す る と 、 前 、 後 の 出

願 日 の 間 に 同 一 の 意 匠 に つ い て 誰 か が 出 願

していたり、同一の意匠が公開されていたりし



た 場 合 、 出 願 人 は 当 該 意 匠 権 を 取 得 で き な く

な る 可 能 性 が あ る 。 さ ら に 、 出 願 図 面 自 体 に

大 き な 欠 陥 が あ り 、 か つ 当 該 図 面 で 権 利 を 受

け た 場 合 、 後 日 に 特 許 権 を 行 使 す る 際 に 、 第

三 者 は 図 面 の 欠 陥 を 理 由 に 無 効 審 判 の 請 求

を提出する可能性がある。

以 上 か ら分 か る よ う に 、 意 匠 の出 願 段 階 に

お い て 、 出 願 人 は 規 範 的 な 意 匠 出 願 の 図 面 を

提 出 す べ き で あ り 、 図 面 は 特 許 保 護 を 求 め る

意匠を明確に示さなければならない。

一、図面の選択

現 在 、 意 匠 特 許 出 願 の 図 面 は 主 に 線 図 、

写 真 図 と 効 果 図 の 3 つ の 種 類 が あ る 。 3 種 の

図 面 に は 異 な る 特 徴 が あ り 、 そ れ ぞ れ 異 な る

状況に適している。
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1 .線図

線 図 と は 完 全 に 線 で 製 品 を 表 現 す る 図 面

の 総 称 で あ り 、 中 国 の 技 術 製 図 と 機 械 製 図 の

国 家基準にお け る 正投影 関係、線幅 及 び断 面

標 記 の 規 定 を 参 照 し て 作 成 し 、 か つ 太 さ が 均

一 な 実 線 で 意 匠 の 形 状 を 表 現 し な け れ ば な ら

な い も の で あ る 。 ハ ッ チ ン グ 、 指 示 線 、 中 心 線 、

寸 法 線 、 点線 な ど の 線 を 意 匠 の 形状 の 表 示 に

使 って はな らな い 。線図 は 、製 図が 容 易で 、表

現 が 正 確 で 、 製 図 ツ ー ル が 簡 単 で 、 表 現 す る

対 象 の 寸 法 に 制 限 さ れ な い な ど の 利 点 が あ る 。

一 方 、 線 図 は 色 彩 と い う 設 計 要 素 を 表 現 で き

ず 、 ま た 非 専 門 家 に と っ て 図 の 解 読 が 困 難 で

あると い う欠 点がある。 また、サイ ズが 小さす

ぎ た り 、 大 き す ぎ た り す る な ど 、 写 真 撮 影 に 不

便 な 製 品 に と っ て 、 線 図 で 表 示 す る の も 良 い

選択である。

2 .写真図

写 真 図 と は 正 投 影 規 則 に 基 づ い て 製 品 の

実 物 又 は サ ン プ ル を 撮 影 し た 図 面 の こ と で あ

る 。 写 真 図 の 利 点 は 、 表 現 す る 意 匠 の 製 品 が

非 常 に明 瞭且 つ 明確で、 非 常に直感 的な 印象

で 立 体 感 が 強 く 、 各 図 面 間 の 対 応 関 係 を 比 較

し や す い と い う こ と に あ る 。 そ の 欠 点 は 、 サ ン

プ ル を 完 成 し て か ら 出 願 を 提 出 し な け れ ば な

ら な い こ と 、 完 全 に 標 準 化 さ れ た 正 投 影 図 の

撮 影 が 困 難 で あ る た め 、 多 く の 写 真 図 は 透 視

原 理 に よ っ て 視 覚 的 誤 差 が 存 在 す る こ と で あ

る 。 室 内 で 写 真 図 を 撮 影 す る 際 に 使 用 す る フ

ラ ッ シ ュ に よ り 、 製 品 の 光 の 反 射 が 強 く な り す

ぎ た り 、 陰 影 が で き た り す る 問 題 が あ る 。 衣 服 、

ブ ラ シ 、 工 芸 品 、 書 籍 な ど の 製 品 は 写 真 の 形

式で表現するの に適しているのに対し、 大型

線図

写真図

効果図



機械、光の反射が強い製品などは写真の形式

で提出するのに適しない。

3 .効果図

効 果 図 と は コ ン ピ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス 技 術

に よ っ て 作 成 さ れ た 画 像 を 指 し 、 2 次 元 平 面 製

図 ソ フ ト で 作 成 さ れ た 画 像 と 3 次 元 モ デ リ ン グ

ソ フ ト ウ ェ ア で 作 成 さ れ た 模 型 効 果 図 を 含 む 。

効 果 図 は 、 写 真 図 に 近 い 画 質 が あ り 、 線 図 よ

り も 真 実 性 ・ 立 体 感 に 長 け る 。 た だ し 、 効 果 図

の 鮮 明 度 は モ デ リ ン グ 時 の 正 確 さ、 レ ン ダ リ ン

グ 時 の 解 像度 、 印 刷 の解 像 度 に 依存 す る た め 、

写 真 図 の 視 覚 性 と 線 図 の 正 確 さ が 失 わ れ る こ

と が あ る 。 一 方 、 3 次 元 の 効 果 図 は 、 普 通 、 実

際 の照 明と色を計 算でシミュレーションし、3 次

元の図形を画像の効果に近づくようにレンダリ

ン グ す る た め 、 そ の 結果 、 写 真 図 よ り も 鮮 明 な

外 郭 線 を 有 し 、 同 時 に 透 視 の 偏 差 が 生 じ に く

い 効 果 図 が 出 で あ が る こ と が あ る 。 ま た 、 モ

デ リ ン グ ソ フ ト ウ ェ ア は 3 次 元 効 果 図 を 作 成 す

る の に 適 し て い る た め 、 一 般 的 に は 立 体 製 品

を 表 現 す る の に よ く 使 わ れ 、 平 面 製 品 を 表 現

するのにはあんまり使われない。

二、明瞭な表現

意 匠 特 許 の 保 護 範 囲 は 、 図 面 又 は 写 真 に

示 す 当 該 意 匠 特 許 製 品 を 基 準 と す る の で 、 意

匠 特 許 の 保 護 範 囲 を 確 定 す る 勘 所 は 出 願 人

が 提 出 し た 図 面 で あ る 。 従 っ て 、 正 確 、 明 瞭 、

且 つ 完 全 な 図 面 を 提 出 し て こ そ 、 意 匠 製 品 の

設 計 ポ イ ン ト 、 革 新 ポ イ ン ト と 製 品 を 有 機 的 に

結合させることができる。

審査 指南には、「立体 製品の 意匠について、

製品設計のポイントが6つの面に関わる場合、

六面の正投影図を提出しなければならない。
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製品設計のポイントが1つ又はいくつかの面の

み に 関 わ る 場 合 、 少 な く と も 関 連 の 正 投 影 図

と 立 体 図 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 」 と 規 定

し て い る 。 出 願 人 が 主 に 表 現 し た い 設 計 ポ イ

ン ト の 図 面 の み に 関 心 を 持 ち 、 製 品 全 体 の 形

状 の 明 瞭 な 表 示 を お ろ か に し た 場 合 、 保 護 範

囲 が 不 明 瞭 と な り 、 無 効 審 判 と 権 利 行 使 過 程

に お い て 不 利 な 局 面 に 陥 る こ と に な る 。 さ ら に

言 え ば 、 提出 し た 図 面 は 意 匠 特 許 権 付 与 の 基

本 的 要 件 を 満 た し て い る が 、 取 得 し た 権 利 が

意匠特許の保護範囲を十分且つ明確に示して

いるかどう かは、出願人にとって極めて重要な

こ と で あ る 。 審 査 指 南 に は 、 立 体 図 を 提 出 し な

け れ ば な ら な い こ と が 明 確 に 規 定 さ れ て い な

い が 、 立 体 製 品 に つ い て 、 製 品 の 意 匠 表 現 が

よ り 明 確 に な る よ う に 、 で き る だ け 完 全 な 六 面

正 投 影 図 及 び 立 体 図 を 提 出 す る こ と を 提 案 す

る 。 そ れ は 、 六 面 正 投 影 図 は 製 品 各 面 の 形 態

及 び 製 品 の 全 体 的な 比例 を正 確に反 映 す る こ

と が で き 、 立 体 図 は に 製 品 の 全 体 的 な 意 匠 を

直 感 的 に 反 映 す る こ と が で き 、 公 衆 に 理 解 さ

れ や すい からである。 六面 正投影図と立体 図

の 組 合 せ で 、 特 許 保 護 を 求 め る 意 匠 を 明 確 に

表 示 し 、 明 確 な 保 護 範 囲 を 限 定 す る こ と が で

き る 。 出 願 段 階 で 提 出 さ れ た 図 面 に 欠 陥 が あ

る 場 合 、 後 続 の 補 正 段 階 に お い て も 図 面 の 補

正 に 余 地 が あ る の で 、 補 正 が 元 の 範 囲 を 超 え

た と い う 理 由 で 出 願 が 却 下 さ れ る の を 避 け る

ことができる。

三、十分な表現

六 面 図 と 立 体 図 で は 製 品 形 態 を 十 分 に 表

示 で き な い 場 合 に は 、 実 情 に 応 じ て 断 面 図 、

拡 大 図 、 展 開 図 、 使 用 状 態 図 な ど を 提 出 し て 、

製品形態を明確にしなければならない。これら



の 図 面 は 六 面 図 と 立 体 図 に て 表 現 さ れ る 製 品

設計と一致しなければならない。

意 匠 の 図 面 に お い て 、 例 え ば 製 品 の 外 観

上 の 凹 凸 状 態 な ど 、 六 面 正 投 影 図 が 製 品 の

外 部 形 態 を 明 確 に 表 現 で き な い 場 合 、 補 充 と

して断面図を提出することが考えられる。

六 面 正 投 影 図 の 基 本 的 な 要 件 の 1 つ は 、

各 図 面 間 の 比 例 が 完 全 に 一 致 す る こ と で あ る 。

紙 と 図 面 の サ イ ズ の 制 限 の た め 、 製 品 の 詳 細

を 明 確 的 に 説 明 で き な い 場 合 、 拡 大 図 ま た は

局部拡大図を提出しなければならない。

展 開 図 は 製 品 全 体 又 は 一 部 の 現 し で あ り 、

例 え ば 、 曲 面 上 の 模 様 及 び 展 開 可 能 な 構 造

（ た と え ば 、 包 装 ケ ー ス 、 包 装 袋 な ど ） を 有 す

る 製 品 を 正 確 か つ 明 確 に 表 現 す る こ と が で き 、

一 部 の 特 殊 な 製 品 に と っ て 、 六 面 正 投 影 図 の

効果的な補充となる。

製 品 の 使 用 状 態 が 六 面 図 と 立 体 図 に 示 さ

れ る 状 態 と 異 な る 場 合 、 前 記 図 面 だ け で は 意

匠 を 十 分 に 表 示 す る こ と が で き な い の で 、 製

品 の 使 用 状 態 を 示 す 図 面 を 提 出 し な け れ ば な

らない。

ま た 、 規 範 的 な 意 匠 出 願 の 図 面 を 提 出 す

る こ と は 特 許 権 の 行 使 に と て も 重 要 な 意 味 が

あ る 。 出 願 図 面 に 表 現 さ れ る 意 匠 が 実 際 に 生

産 さ れ る 製 品 の 意 匠 と 一 致 し な い 場 合 、 特 許

権 を 取 得 し て も 、 出 願 人 は 実 際 に 生 産 さ れ る

製 品 を 特 許 製 品 と す る こ と が で き ず 、 特 許 製

品と表記してはならない。実際に生産される製

品 につ いて 改め て 意 匠を出 願 すると、 先に（ 自

身 が ） 公 開 し た 出 願 / 特 許 、 製 品 の 公 開 販 売 、

及 び 先 願 意 匠 出 願 な ど に よ り 新 規 性 / 進 歩 性

が認められず、特許権を取得できなくなること
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がよくある。

以 上 を 踏 ま え 、 規 範 的 な 意 匠 出 願 の 図 面

を 提 出 す る こ と は 特 許 権 の 取 得 と 権 利 の 行 使

に 非 常 に 重 要 で あ る 。 実 務 に お い て 、 出 願 段

階 の 図 面 が 規 範 化 さ れ て い な い た め 、 出 願 人

/ 特 許 権 者 が 不 利 な 状 況 に 陥 る ケ ー ス が 多 い 。

例 え ば 、 出 願 段 階 の 図 面 に 破 線 が 存 在 す る こ

と に よ り 不 明 瞭 の 欠 陥 が 生 じ た 場 合 、 出 願 人

が 審 査 官 か ら 発 行 さ れ た 補 正 通 知 書 に 対 し て

図 面 を 補 正 す る 時 に 、 破 線 が 除 去 さ れ る こ と

で 製 品 が 十 分 に 表 現 で き な く な る 可 能 性 が あ

り 、 破 線 が 実 線 に 補 正 さ れ る こ と で 補 正 が 元

の 範 囲を 超え る 可 能 性が あ る 。ま た 、 例 え ば 、

欠 陥 の あ る 図 面 （ 例 え ば 、 図 面 間 の 投 影 関 係

が 対 応 し て い な い ） に 権 利 が 付 与 さ れ た と し て

も 、 第 三 者 は 図 面 が 明 確 で は な い こ と を 理 由

で無効宣告請求を提出することができる。従っ

て 、 保 護 を 請 求 す る 製 品 を 十 分 且 つ 明 確 に 表

現 す る た め に 、 出 願 段 階 で 提 出 す る 図 面 は 規

範 的 か つ 完 全 で あ る と い う 法 律 規 定 を 満 た す

ようにすることをお勧めする。

袁 瑩铭 弁 理 士

2 0 1 3 年 に 中 国 鉱 業 大 学 （ 北 京 ） よ り 工 学 修 士 号 取 得 し 、

こ れ か ら 泛 華 偉 業 特 許 事 務 所 で 機 械 分 野 の 特 許 出 願

書 類 の 作 成 、 意 見 通 知 書 へ の 応 答 な ど の 中 間 手 続 、 再

審 、 特 許 分 析 及 び 調 査 、 コ ン サ ル テ ィ ン グ な ど を 担 当 し

て お る 。



外 国 企 業 が 中 国 裁 判 所 で
訴 訟 の 際 に 提 出 す べ き 資
格 書 類 に つ い て

世 界 各 地 ど こ で も 訴 訟 と は 容 易 な こ と で は

な い 。 法 規 制 や 実 務 操 作 の 違 い か ら 、 外 国 企

業 が中国の裁 判所に自社の 資格書類（自社で

あ る こ とを証 明 す る た め の 資 料） を 提出 す る 際 、

大 き な 挑 戦 や 困 難 に 直 面 し て い る 。 本 文 の 目

的 は 中 国 の 裁 判 所 が 外 国 の 企 業 に 要 求 す る

資 格 証 明 書 類 が ど ん な も の を 含 む か に つ い て

説明することにあり、訴訟請求を支持するため

の証拠は本文の検討範囲外である。

北 京 知 識 産 権 裁 判 所 の 場 合 、 外 国 訴 訟 当

事者に以下の書類の提供を求めている。

 　授権委任状

 　法定代表者又は授権代表の証明書

 　存続証明書書

 　 署 名 者 の 委 任 状 へ の 署 名 権 を 示 す 公

式登記資料

以 上 の 書 類 は す べ て 公 証 認 証 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。 中 国 は ハ ー グ 条 約 加 盟 国 で は

な い た め 、 公 証 書 類 は 同 国 駐 在 の 中 国 大 使

館 • 領 事 館 の 認 証 を 受 け る 必 要 が あ る 。 授 権

委 任 状 及 び 法 定 代 表 者 又 は 授 権 代 表 の 証 明

書 は 、 署 名 権 限 者 が 公 証 人 の 前 で 署 名 し な け

ればならないものである。

大 陸 法 系 の 国 家 の 場 合 、 会 社 の 存 続 証 明

書 に は 一 般 的 に 署 名 者 の 署 名 権 限 が 明 記 さ

れ て い る の で 、 署 名 権 の 証 明 に 特 に 問 題 は な

い。

それに対し、 英米法系の国家の場合、 存

続 証 明 書 に は 一 般 的 に 署 名 者 の 署 名 権 限 が

記 載 さ れ て い な い の で 、 署 名 権 を 証 明 す る の

に 困 難 な 場 合 が あ る 。 典 型 的 な 英 米 法 系 の 国

に 属 す る 米 国 の 企 業 を 例 と し て 、 署 名 者 の 署

名 権 限 を 証 明 す る た め に 次 の い ず れ か の 方

法を使用する。

 登 記 し た 会 社 設 立 書 類 或 い は 定 款 細 則

に は 、 署 名 者 が 会 社 の 唯 一 の 取 締 役 或

い は 株 主 で あ る こ と 、 或 い は 署 名 者 が 会

社 を 代 表 し て 署 名 す る 権 限 を 有 す る こ と

が記載される。

 登 記 し た 年 次 報 告 書 に は 、 署 名 者 が 会

社 の マ ネ ー ジ ャ ま た は 管 理 者 で あ る こ と

が 明 記 さ れ て お り 、 ま た 、 州 会 社 法 ま た

は 連 邦 会 社 法 の 関 連 条 項 に て 、 会 社 の

マ ネ ー ジ ャ ま た は 管 理 者 が 会 社 を 代 表

することができると規定されている。

 会 社 の 登 記 書 類 に は 、 会 社 の 書 類 を 保

存する権利 または義務を有している秘書

が 明 記 さ れ て お り 、 当 該 秘 書 が 署 名 者

の 署 名 権 を 明 記 し た 会 社 の 書 類 を 持 っ

て公証人のところで公証を行う。

提 供 し た 資 格 書 類 が 規 定 に 合 致 し て こ そ 、

外 国 訴 訟 主 体 は 中 国 の 裁 判 所 で 訴 訟 に 参 加

し、自己の権益を守ることができる。

2 0 1 9 年 1 2 月 | 季刊
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香 港 に お け る 特 許 登 録 に 係
る 官 庁 料 金 の 変 更 に 対 し て
適 応 的 な 措 置 を と る

まもなく施行される改正『香港特許条例』に

よ ると、 2019 年12 月19 日 以 降に提出さ れる 香

港 標 準 特 許 の 第 1 ス テ ッ プ と 第 2 ス テ ッ プ の 登

録 、 短 期 特 許 登 録 、 標 準 特 許 の 年 金 納 付 な ど

の請求について、官庁料金が一部減免又は変

更 さ れ る 。 例 え ば 、 電 子 形 式 に よ っ て オ ン ラ イ

ン で 提 出 さ れ る 標 準 特 許 と 短 期 特 許 の 登 録 請

求 は 、 紙 形 式 に よ っ て 提 出 さ れ る 登 録 請 求 よ

りそれぞれ105HKD、 210 HKD少なくなる。

2 0 1 9 年 1 2 月 | 季刊
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標 準 特 許 の 4 -1 0 年 目 の 年 金 は 9 0HKD 減 額 さ

れ る が 、 11- 15 年 目 、 16 -20 年 目 の 年 金 は そ

れぞれ80HKD、310HKD増額される。

今 回 の 官 庁 料 金 減 免 政 策 を 利 用 し て 出 願

人 の 為 に 費 用 を 最 大 限 に 節 約 す る た め に 、 弊

所 は 、 ク ラ イ ア ン ト 様 か ら 指 示 さ れ た 、 締 切 期

限 が 2019 年 12 月 20 日 以 後 の 香 港 標 準 特 許

登 録 、 短 期 特 許 登 録 、 標 準 特 許 第 4 ～ 10 年 の

年金納付については、12月1 9日以降に伸ばし

て 提 出 す る 。 ま た 、 ク ラ イ ア ン ト 様 か ら 指 示 さ

れ た 、 香 港 標 準 特 許 第 1 1 ～ 20 年 の 年 金 納 付

に つ い て は 、 1 2 月 1 9 日 ま で に 関 連 の 手 続 き を

進めるようにする。

香港特許庁が発表した今回の官庁料金の変更についてのまとめ

表番号 項目 改成後の費用（HKD） 备注

P2

「2019年特許（一般）（改正）規則」に
よる改正後の「専利（一般）規則」第
38B（1）又は81Q（1）条に基づいて
提出される反対通知

1525$

これはこの種類の反対通知の新規費用
である。

他の反対の通知又は反論陳述の料金
（325$）は、変わらない。

P4 指定特許出願の記録の請求
提出費用：
● 紙形式: 380$ ；
● 電子形式: 275$

現行料金（紙 形 式 または電子形式のい
ずれの場合でも）は380$である。

現行の公告料金（68$）、出願料金、公告
料金の遅延納付に係る追加費用（95$）

は変わらない。

P5
指定特許の登録と標準特許の権利
付与の請求

以上と同じ 以上と同じ

P6 短期特許出願
提出費用：
● 紙形式: 755$ ；
● 電子形式: 545$

現行料金(紙 形 式 または電子形式のい
ずれの場合でも)は755$である。

現行の公告料金（68$）と、出願料金と公

告 料 金 の 遅 延 納 付 に係 る追 加 費 用
（95$）は変わらない。

P10 標準特許の年金
第4～10年: 450$
第11～15年: 620$
第16～20年: 850$

現行標準特許の登録3年後、毎年の年
金は540$である。

現行標準特許や短期特許の年金の遅延
納付に係る追加費（270$）や現行短期
特許の年金（1080$）は変わらない。




